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第４章   調   整 

第１節 労働争議の調整 

 

１ 概 況 

労働関係調整法及び地方公営企業等の労働関係に関する法律に基づく調整事件（あっせ

ん、調停、仲裁）の最近５か年における取扱状況は、４－１表のとおりである。 

令和４年の取扱件数は、前年からの繰越し、新規申請ともに０件であった。 

なお、調停は平成15年以降、仲裁は昭和51年以降申請がない。 

また、使用者からの申請は平成10年以降、労使双方からの申請は昭和57年以降、職権に

よる調整は昭和59年以降取扱いがない。 

 

（４－１表） 調整事件の係属件数 

年 

次 

調整区分 

取 扱 件 数 終 結 件 数 
次 年 

繰越し 

件 数 

解

決

率 

前 年 

 

繰越し 

新 規 

 

申 請 

計 解 決 

取下げ 

・ 

不開始 

打切り 

・ 

不 調 

計 

（％） 

30 あっせん  1 1    0 1 － 

元 あっせん 1 2 3  1 2 3 0 0.0 

２ －   0    0 0 － 

３ －   0    0 0 － 

４ －   0    0 0 － 
 

注）１ 解決率は、終結件数から取下げ及び不開始（規則65Ⅱ）の件数を除いて算出した
ものである。 
※解決率＝解決 ÷（解決＋打切り＋不調） 

２ 解決には、自主解決であっても、あっせん活動が解決に何らかの影響を及ぼした
と認められるものを含む。 
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２ 新規申請の状況 

(１) 産業別、企業規模別申請件数 

最近５か年における新規申請事件の産業別、企業規模別申請件数は、４－２表のと

おりである。 

 

（４－２表） 産業別、企業規模別申請件数（新規） 

年 次 30 元 ２ ３ ４ 

調 整 区 分 あっせん あっせん － － － 

新規申請件数 1 2 0 0 0 

産

業

別 

運輸業,郵便業 

道路旅客運送業 

1 

(1) 
  

  

教育,学習支援業 

学校教育 
 

1 

(1) 
 

  

医療,福祉 

医療業 
 

1 

(1) 
 

  

企

業

規

模

別 

30人未満      

30～  99人      

100～ 299人 1     

300～ 499人  2    

500～ 999人      

1,000～4,999人      

注）（ ）は、内数である。 
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(２) 調整事項別件数 

最近５か年における新規申請事件の調整事項別件数は、４－３表のとおりである。 

 

（４－３表） 調整事項別件数（新規） 

年 次 30 元 ２ ３ ４ 

調整区分 

調整事項 
あっせん あっせん － － － 

賃金等 

賃金増額 

一時金 

諸手当 

その他賃金 

退職一時金・年金 

解雇手当・休業手当 

1 

 

 

 

(1) 

 

 

3 

 

(1) 

 

(2) 

 

 

   

団交促進  1    

合    計 1 4 0 0 0 
 

注）１ 複数の調整事項を有する事件があるため、係属件数とは一致しない。 
２ （ ）は、内数である。 

 
 

(３) 調整員構成別件数 

最近５か年における新規申請事件の調整員構成状況は、４－４表のとおりである。 

 

（４－４表） 調整員構成別件数（新規） 

年 次 30 元 ２ ３ ４ 

区分 

構成 
あっせん あっせん － － － 

公１人、労１人、使１人 1 1    

公２人、労１人、使１人  1    

指 名 な し      

合  計 1 2 0 0 0 
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(４) 係属日数別件数 

最近５か年における終結事件（前年からの繰越しを含む。）の係属日数の状況は、４

－５表のとおりである。 

 

（４－５表） 係属日数別件数 

年 次 30 元 ２ ３ ４ 

調整区分 － あっせん － － － 

所

要

日

数 

 1日～10日      

11日～20日      

21日～30日      

31日～60日  1    

61日～90日      

91日以上  2    

計 0 3 0 0 0 

平均日数 － 113.3 － － － 
 

注）係属日数は、調整申請から終結までに要した日数である。 
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(５) 所要日数別件数 

調整開始事件（調整員指名前に取下げ等のあった事件を除く）のうち終結した事件

（前年からの繰越しを含む。）の最近５か年における所要日数の状況は、４－６表の

とおりである。 

 

（４－６表） 所要日数別件数 

年 次 30 元 ２ ３ ４ 

調整区分 － あっせん － － － 

所

要

日

数 

 1日～10日      

11日～20日      

21日～30日      

31日～60日  1    

61日～90日      

91日以上  2    

計 0 3 0 0 0 

平均日数 － 113.3 － － － 
 

注） 所要日数は、調整開始（あっせん員の指名、調停開始の総会決議等）から終結
までに要した日数である。 
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 第２節 争議行為予告通知及び実情調査 

 

１ 争議行為予告通知の概況 

令和４年における労働関係調整法第37条の規定に基づく当委員会への争議行為予

告通知件数は２件であり、前年と同数であった。 
 

(１) 業種別予告通知件数 

予告通知件数の業種別内訳は４－７表のとおりであり、令和４年の件数は医

療が２件となっている。 

（４－７表）  業種別予告通知件数 

業種別 

 

年次 

運 輸 事 業 
郵便又は
電気通信
事業 

水道、電
気又はガ
ス事業 

医療又は
公衆衛生
事業 計 

鉄道業 
道 路
旅 客 

道 路
貨 物 

その他 電気通信  医 療 

30       2 2 

元       2 2 

２       2 2 

３       2 2 

４       2 2 
 

注）業種の区分は、予告通知者における主たる関係事業所の業種による。 
 

(２) 予告通知の主要争議事項 

予告通知の主要争議事項は、賃金引上げ、一時金等の経済的事項を内容とす

るものが多かった。 

 

２ 実情調査の概況 

争議行為予告通知があったものについて、労働委員会規則第62条の２の規定に基

づき実情調査を行った件数は４－８表のとおりであり、令和４年は26件である。 

終結状況は、解決22件、打切り２件、繰越し２件となっている。 

なお、関与の度合いについては、いずれも実情調査を続けながら交渉の推移を見守

った。 

（４－８表）  実情調査の実施状況 

終結状況 

 

年次 

調 査 組 合 数 調 査 結 果 

前 年 
繰越し 新 規 計 解 決 打切り 

あ っ 
せ ん 
移 行 

繰越し 計 

30 3 26 29 22 2  5 29 

元 5 26 31 24 3  4 31 

２ 4 26 30 27 3  0 30 

３  25 25 22 1  2 25 

４ 2 24 26 22 2  2 26 

注）１件の予告通知に基づき複数の事業所を調査している場合が多いため、調査件

数は、予告通知件数を上回る。 
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第３節 個別労働関係紛争のあっせん 

 

１ 概 況 

個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例に基づくあっせん事件の最近５か年におけ

る取扱状況は、４－９表のとおりである。 

令和４年の取扱件数は１件であった。 

 

（４－９表） 個別労働関係紛争あっせん事件の係属件数 

年 次 

取 扱 件 数 終  結  件  数 次  年 

繰越し 

件  数 

解 

決 

率 

(％) 

前 年 

繰越し 

新 規 

申 請 
計 解  決 

取下げ 

不開始 
打切り 計 

30 1 1 2   1 1 1 0.0 

元 1 2 3 2   2 1 100.0 

２ 1 2 3 3   3 0 100.0 

３  5 5  2 3 5 0 0.0 

４  1 1 1   1 0 100.0 

 
 
注）１ 解決率は、終結件数から取下げ及び不開始の件数を除いて算出したものである。 

※ 解決率 ＝ 解決 ÷（解決＋打切り） 
２ 解決には、自主解決であっても、あっせん活動が解決に何らかの影響を及ぼした

と認められるものを含む。 
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２ 新規申請の状況 

(１) 産業別、企業規模別申請件数 

最近５か年における新規申請事件の産業別、企業規模別申請件数は、４－10表のとお

りである。 

令和４年新規申請件数の産業別内訳は、医療・福祉が１件となっており、企業規模別

では従業員数10～49人が１件となっている。 

 

（４－10表） 産業別、企業規模別申請件数（新規） 

年 次 30 元 ２ ３ ４ 

新規申請件数 1 2 2 ５ １ 

産 

業 

別 

建設業 
 職別工事業 
 設備工事業 

   

  

電気・ガス・熱供給・水道業 
 ガス業 

   
1 
(1) 

 

情報通信業 
 情報サービス業 

 
1 
(1) 

1 
(1) 

  

卸売業・小売業 
 各種商品小売業 
 織物・衣服・身の回り品小売業 

 
1 
(1) 

 
 

1 
 

(1) 
 

学術研究、専門・技術サービス業 
 専門サービス業 

   
  

生活関連サービス業、娯楽業 
 その他の生活関連サービス業 
 娯楽業 

1 
 

(1) 
  

1 
(1) 
 

 

医療、福祉 
 医療業 
 保健衛生 
 社会保険・社会福祉・介護事業 

  

1 
 
 

(1) 

 1 
 
 

(1) 

サービス業（他に分類されないもの） 
 職業紹介・労働者派遣業 
 その他の事業サービス業 

   
2 
(1) 
(1) 

 

企
業
規
模
別 

1  ～    9 人 
10  ～   49 人 
50  ～   99 人 
100  ～  299 人 
 300  ～  499 人 
500人以上 

 
1 
 
 
 
 

 
1 
1 
 
 
 

 
1 
1 
 
 
 

1 
2 
 
 
 
2 

 
1 
 
 
 
 

注） （ ）は、内数である。
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(２) あっせん事項別件数 

最近５か年における新規申請事件のあっせん事項別件数は、４－11 表のとおりであ

る。 

令和４年の新規申請事件のあっせん事項は、「懲戒処分」に関するものが１件となっ

ている。 

 

（４－11表）  あっせん事項別件数（新規） 

年 次 

あっせん事項 
30 元 ２ ３ ４ 

経営又は人事 

解雇 

配置転換、出向・転籍 

懲戒処分 

退職 

その他経営又は人事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

（1） 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

(1) 

 

 

賃金等 

賃金未払 

退職一時金 

諸手当 

その他賃金 

 

2 

(2) 

 

 

 

1 

 

 

（1） 

4 

 

(1) 

(1) 

(2) 

 

職場の人間関係 

 パワハラ・嫌がらせ 

1 

(1) 

 

 

 2 

(2) 

 

その他 

 その他 
  

 1 

(1) 

 

 
注）複数のあっせん事項を有する事件があるため、係属件数とは一致しない。 

 

(３) あっせん員構成別件数 

最近５か年における新規申請事件のあっせん員構成状況は、４－12表のとおりである。 

 

（４－12表） あっせん員構成別件数（新規） 

年 次 

構 成 
30 元 ２ ３ ４ 

公１人、労１人、使１人 1 2 2 4 1 

公２人、労１人、使１人      

指 名 な し    1  

合   計 1 2 2 5 1 
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(４) 係属日数別件数 

最近５か年における終結事件（前年からの繰越しを含む。）の係属日数の状況は４－

13表のとおりである。 

 

（４－13表） 係属日数別件数 

年 次 30 元 ２ ３ ４ 

係

属

日

数 

 1日 ～ 10日      

11日 ～ 20日  1    

21日 ～ 30日  2    

31日 ～ 60日 1 1 1 1  

61日 ～ 90日  3 1 2  

91日 以上   1 1 1 

計 1 7 3 4 1 

平 均 日 数 42.0 45.9 116.0 69.0 99.0 
 

注）係属日数は、あっせん申請から終結までに要した日数である。 

 

 

(５) 所要日数別件数 

最近５か年におけるあっせん開始事件（あっせん員指名前に取下げ等のあった事件

を除く。）のうち終結した事件（前年からの繰越しを含む。）の所要日数の状況は、４－

14表のとおりである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

（４－14表） 所要日数別件数 

年 次 30 元 ２ ３ ４ 

所

要

日

数 

 1日 ～ 10日  1    

11日 ～ 20日  1    

21日 ～ 30日 1   1  

31日 ～ 60日  4  2 1 

61日 ～ 90日    1  

91日 以上      

計 1 6  4 1 

平 均 日 数 23.0 36.5  42.75 57.0 
 

注）所要日数は、あっせん開始（あっせん員の指名）から終結までに要した日数である。 
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３ あっせん事件の概要 
  令和４年に係属した個別労働関係紛争あっせん事件の概要は、４－15 表のとおりであ

る。 

 （４－15表） 個別労働関係紛争あっせん事件一覧表 

（新規） 

事件 

番号 

(通算) 

事件名 

年月日 

概 要 

あっせん員 
終結区分 

係属日数 

(所要日数) 

指 名 

年月日 

４-１ 

(57) 

Ａ個別労働

関係紛争あ

っせん事件 

（申請日） 

4.3.15 

（終結日） 

4.6.21 

【申請者】労働者 

【被申請者】医療・福祉（20 人） 

【あっせん事項】懲戒処分 

【あっせん回数】１回 

【経過】 

労働者が、決算の事務処理に関して受

けた懲戒処分の撤回を求めたもの。 

あっせんでは、両当事者の主張を踏ま

え、使用者側に対し、懲戒処分の手続上

の問題点等を指摘するとともに、双方に

よる信頼関係の構築等の確約を内容と

する歩み寄りを検討するよう提案した

ところ、懲戒処分を撤回する意向を示し

た。そこで、両当事者と内容を調整し、

あっせん案を提示したところ、双方とも

受諾して、事件は解決した。 

(公)河合 

(労)鈴木 

(使)平野 

解決 

99 

（57） 
4.4.26 

注） 「係属日数」は、あっせん申請から終結までに要した日数であり、「所要日数」はあ

っせん開始（あっせん員指名）から終結までに要した日数である。 
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第４節 労働相談 

１ 労働相談の概況 

労働相談件数及び労働相談内容別件数の最近５か年の状況は、４－16表のとおりである。 

令和４年の労働相談件数は628件であり、前年（448件）と比較して40.2％増加した。ま

た、労働相談内容別では、「パワハラ・嫌がらせ」や「賃金・手当」に関する相談が多か

った。 

 

（４－16表） 労働相談件数及び相談内容別件数の状況 

年次 30年 元年 ２年 ３年 ４年 

相談件数 415 368 376 448 628 

相 

談 

内 

容 

組合関係 5 11 9 4 6 

団体交渉 6 1 2 1 2 

解雇 31 26 13 38 29 

配置転換、出向・転籍 9 5 2 0 14 

復職 2 1 2 0 8 

懲戒処分 3 3 4 8 11 

退職 47 40 48 64 100 

賃金・手当 100 95 86 86 118 

労働契約 11 4 16 29 74 

労働時間 14 14 13 28 52 

休日・休暇・休業 40 30 28 46 86 

社会保険・労働保険 38 42 45 50 83 

セクハラ 6 3 2 2 6 

パワハラ・嫌がらせ 69 56 57 114 155 

その他 128 100 104 91 110 

注） 複数の内容を有する相談があるため、相談件数と相談内容ごとの件数の 
合計は一致しない。 
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２ 出前無料労働相談会及び月例無料労働相談会の開催 

  県内の個別労働関係紛争の早期解決並びに労働委員会制度及びあっせん制度の周知を目

的とし、４－17表のとおり出前無料労働相談会を県内13箇所で開催し、21件の相談があっ

た。また、月例無料労働相談会を４－18表のとおり開催し、９件の相談があった。 

 

（４－17表） 出前無料労働相談会開催状況 

日   時 場     所 相談応対者 

２月19日（土） 

午後１時～４時 

奥州市 

（奥州地区合同庁舎） 

(公)石堂 (労)山岸 (使)中村 

３月６日（日） 

午後１時～４時 

盛岡市 

（いわて県民情報交流セン

ター アイーナ） 

(公)本田 (労)佐藤 (使)西村 

６月12日（日） 

午後１時～４時 

北上市 

（北上市生涯学習センター） 

(公)石堂 (労)鈴木 (使)平野 

６月18日（土） 

午後１時～４時 

大船渡 

（大船渡地区合同庁舎） 

(公)河合 (労)山岸 (使)松川 

二戸市 

（二戸地区合同庁舎） 

(公)太田 (労)佐藤 (使)柴田 

６月26日（日） 

午後１時～４時 

奥州市 

（奥州地区合同庁舎） 

(公)長谷川 (労)吉田 (使)西村 

遠野 

（あすもあ遠野） 

(公)本田 (労)原 (使)平野 

７月６日（水） 

午後５時～８時 

矢巾町 

（やはぱーく） 

(公)太田 (労)佐藤 (使)松川 

10月２日（日）※ 

午前10時～午後３時 

盛岡市 

（いわて県民情報交流セン

ター アイーナ） 

(公)河合 (労)山岸 (使)柴田 

10月16日（日） 

午後１時～４時 

一関市 

（一関地区合同庁舎） 

(公)本田 (労)山岸 (使)石川 

久慈市 

（久慈地区合同庁舎） 

(公)石堂 (労)鈴木 (使)藤田 

10月30日（日） 

午後１時～４時 

宮古市 

（宮古地区合同庁舎） 

(公)長谷川 (労)紺野 (使)平野 

11月11日（金） 

午後５時～８時 

北上市 

（北上市生涯学習センター） 

(公)太田 (労)佐々木 (使)柴田 

  ※ 10月２日（盛岡市）は、岩手労働局、岩手弁護士会等との関係機関合同労働相談会

として開催。 
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（４－18表） 月例無料労働相談会開催状況 

日   時 場   所 相談応対者 

１月28日（金） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)長谷川 (労)山岸 (使)松川 

２月18日（金） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)本田 (労)吉田 (使)平野 

３月25日（金） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)太田 (労)佐藤 (使)西村 

４月22日（金） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)石堂 (労)鈴木 (使)柴田 

５月27日（金） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)河合 (労)山岸 (使)松川 

６月24日（金） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)長谷川 (労)原 (使)平野 

７月22日（金） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)本田 (労)吉田 (使)西村 

８月26日（金） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)石堂 (労)原 (使)西村 

９月22日（木） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)太田 (労)佐藤 (使)松川 

10月17日（月） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)河合 (労)山岸 (使)石川 

11月25日（金） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)長谷川 (労)鈴木 (使)平野 

12月23日（金） 

午後１時15分～２時45分 

盛岡市 

（朝日生命盛

岡中央通ビル） 

(公)本田 (労)佐藤 (使)藤田 
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